
議案第１７号 

 

 

   若狭町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 若狭町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。 

 

  令和８年２月２６日 

 

                 若狭町長 渡辺 英朗 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）が令和

６年６月１２日に公布され、国民健康保険税においても子ども・子育て支援金分の

賦課徴収等が令和８年４月１日より施行されることと、令和１２年の保険料水準の

統一に向けて、県が示す標準保険税率により税率を改定していくため、この案を提

出する。 
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若狭町条例第  号 

 

 

若狭町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

若狭町国民健康保険税条例（平成１７年条例第５０号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「「介護

納付金」という。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育

て支援納付金」という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において

負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）

に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第３項中「属

する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属す

る１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）

につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算

後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、

３万円とする。 

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に、「１００分の６．０９」を「１００分の５．８０」に改める。 

第５条中「２４，９００円」を「２５，７２９円」に改める。 

第６条第１号中「第８条の３」の次に「、第９条の８」を加え、「２２，４００

円」を「１６，７０４円」に改め、同条第２号中「１１，２００円」を「８，３５

２円」に改め、同条第３号中「１６，８００円」を「１２，５２８円」に改める。 



2 

第８条の２中「１１，３００円」を「１２，１７１円」に改める。 

第８条の３第１号中「９，７００円」を「７，９０２円」に改め、同条第２号中

「４，８５０円」を「３，９５１円」に改め、同条第３号中「７，２７５円」を「５，

９２６円」に改める。 

第９条中「１００分の２．１６」を「１００分の２．４２」に改める。 

第９条の３中「１３，１００円」を「１２，８４２円」に改める。 

第９条の４中「７，０００円」を「６，２３０円」に改め、同条の次に次の４条

を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第９条の５ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の

０．１５を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額） 

第９条の６ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について６５８円

とする。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額） 

第９条の７ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者

１人について５９円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

割額） 

第９条の８ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯４３６円 

(2) 特定世帯２１８円 

(3) 特定継続世帯３２７円 

第２３条第１項中「６６万円」を「６７万円」に、「並びに同条第４項」を「、

同条第４項」に改め、「１７万円）」の次に「並びに同条第５項本文の子ども・子

育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同項第１号ア中「１７，

４３０円」を「１８，０１０円」に改め、同号イ（ア）中「１５，６８０円」を「１
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１，６９２円」に改め、同号イ（イ）中「７，８４０円」を「５，８４６円」に改

め、同号イ（ウ）中「１１，７６０円」を「８，７６９円」に改め、同号ウ中「７，

９１０円」を「８，５１９円」に改め、同号エ（ア）中「６，７９０円」を「５，

５３１円」に改め、同号エ（イ）中「３，３９５円」を「２，７６５円」に改め、

同号エ（ウ）中「５，０９２円」を「４，１４８円」に改め、同号オ中「９，１７

０円」を「８，９８９円」に改め、同号カ中「４，９００円」を「４，３６１円」

に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて４６０円 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳

以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について４１円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯３０５円 

(イ) 特定世帯１５２円 

(ウ) 特定継続世帯２２８円 

第２３条第１項第２号中「３０万５０００円」を「３１万円」に改め、同号ア中

「１２，４５０円」を「１２，８６４円」に改め、同号イ（ア）中「１１，２００

円」を「８，３５２円」に改め、同号イ（イ）中「５，６００円」を「４，１７６

円」に改め、同号イ（ウ）中「８，４００円」を「６，２６４円」に改め、同号ウ

中「５，６５０円」を「６，０８５円」に改め、同号エ（ア）中「４，８５０円」

を「３，９５１円」に改め、同号エ（イ）中「２，４２５円」を「１，９７５円」

に改め、同号エ（ウ）中「３，６３７円」を「２，９６３円」に改め、同号オ中「６，

５５０円」を「６，４２１円」に改め、同号カ中「３，５００円」を「３，１１５

円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて３２９円 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳
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以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について２９円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯２１８円 

(イ) 特定世帯１０９円 

(ウ) 特定継続世帯１６３円 

第２３条第１項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号ア中「４，９

８０円」を「５，１４５円」に改め、同号イ（ア）中「４，４８０円」を「３，３

４０円」に改め、同号イ（イ）中「２，２４０円」を「１，６７０円」に改め、同

号イ（ウ）中「３，３６０円」を「２，５０５円」に改め、同号ウ中「２，２６０

円」を「２，４３４円」に改め、同号エ（ア）中「１，９４０円」を「１，５８０

円」に改め、同号エ（イ）中「９７０円」を「７９０円」に改め、同号エ（ウ）中

「１，４５５円」を「１，１８５円」に改め、同号オ中「２，６２０円」を「２，

５６８円」に改め、同号カ中「１，４００円」を「１，２４６円」に改め、同号に

次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて１３１円 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳

以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について１１円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯８７円 

(イ) 特定世帯４３円 

(ウ) 特定継続世帯６５円 

第２３条第２項第１号ア中「３，７３５円」を「３，８５９円」に改め、同号イ

中「６，２２５円」を「６，４３２円」に改め、同号ウ中「９，９６０円」を「１

０，２９１円」に改め、同号エ中「１２，４５０円」を「１２，８６４円」に改め、

同項第２号ア中「１，６９５円」を「１，８２５円」に改め、同号イ中「２，８２
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５円」を「３，０４２円」に改め、同号ウ中「４，５２０円」を「４，８６８円」

に改め、同号エ中「５，６５０円」を「６，０８５円」に改め、同項に次の１号を

加える。 

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に

定める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯９８円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯１６４円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯２６３円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯３２９円 

第２３条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保険者

均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第１号中「第

２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」に改め、同項に次の３号を加える。 

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額 当該出産被保険者につき第９条の５の規定により算定した所得割額の１

２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の６の規定により算定した被保

険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の７の規定により算

定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の

１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

第２３条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある
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場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算

定した被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者に

つき算定した被保険者均等割額（前３項に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均

等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

附則第５項中「、第７条」を「、第６条、第８条」に、「、第９条」を「、第９

条の４」に改める。 

附則第６項中「、第７条」を「、第６条、第８条」に、「、第９条」を「、第９

条の４」に改める。 

附則第８項中「、第７条」を「、第６条、第８条」に、「、第９条」を「、第９

条の４」に改める。 

附則第９項中「、第７条」を「、第６条、第８条」に、「、第９条」を「、第９

条の４」に改める。 

附則第１０項中「、第７条」を「、第６条、第８条」に、「、第９条」を「、第

９条の４」に改める。 

附則第１１項中「、第７条」を「、第６条、第８条」に、「、第９条」を「、第

９条の４」に改める。 

附則第１２項中「、第７条」を「、第６条、第８条」に、「、第９条」を「、第

９条の４」に改める。 

附則第１３項中「、第７条」を「、第６条、第８条」に、「、第９条」を「、第

９条の４」に改める。 

附則第１４項中「、第７条」を「、第６条、第８条」に、「、第９条」を「、第

９条の４」に改める。 

附則第１５項中「、第７条」を「、第６条、第８条」に、「、第９条」を「、第

９条の４」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

第２条 この条例による改正後の若狭町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度
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以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 

 


